
　　地方消費税交付金の消費税率引き上げ分については、その使途を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てることとなって

　おります。藤里町の一般会計における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況は次のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

【歳出】社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費】

98,847

合　計 760,198 219,510 0 42,256 44,360 454,072

保健衛生費 137,465 11,665 0 26,953 0

0 195,732

社会保険費 241,010 36,546 0 611 44,360 159,493

国県支出金 地 方 債 そ の 他
地方消費税
交付金(社会
保障財源化分)

そ の 他

社会福祉費 381,723 171,299 0 14,692

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（令和７年度　藤里町一般会計予算）

44,360

760,198

（単位：千円）
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